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■「障がい者」の表記について■ 

「障害」及び「障害者」の表記については、熊本県の取扱いにならい、「障がい」及び「障が

い者」のように、ひらがな表記を採用しています。 

◇「障害」という言葉が、「ひと」を直接的に形容する場合等は「障がい者」とします。 

◇国の法令や制度、施設名、あるいは法人、団体等の固有名詞は、そのまま“害”の字を使用し

ます。  例）法令・制度＝障害者総合支援法、身体障害者手帳、特別障害者手当など 

 

なお、「障がい福祉計画」の名称について、第 1期計画（平成 18～20年度）までは漢字を使用

していましたが、第 2 期計画（平成 21～23 年度）より「荒尾市障がい福祉計画」として改め、

ひらがな表記を採用しています。 

これにより、本文中、障害者総合支援法に基づく「市町村障害福祉計画」や第 1期の障害福祉

計画を指す場合は漢字を使用し、第 2期計画以降を指す場合はひらがな表記としています。 

また、本計画の策定組織である「荒尾市障害者計画及び障害福祉計画策定等委員会」について

は、固有名詞として漢字表記としています。 

＜本計画における表記について＞ 

計画書内の下記の表記については、文脈や字数の関係上、右側の表記 

を基本としています。 

 

・障がいのある人   → 障がい者 

・障がいのある子ども → 障がい児 

・障がい福祉サービス → サービス 

・障がい福祉事業所  → 福祉事業所 

 

※ 障がいのある人は 18歳以上、障がいのある子どもは 18歳未満の年 

齢が対象となります。 

※ 障がい者は、障がい児・者の場合も含みます。 
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１ 計画策定の背景・趣旨 

 

平成 18年 4月に施行された「障害者自立支援法（現「障害者総合支援法」）」では、各

自治体に対し市町村障害福祉計画の策定が義務付けられ、サービスの提供体制を計画的に

整備する仕組みが導入されました。また、平成 30年 4月には、「障害者総合支援法及び児

童福祉法の一部を改正する法律」が施行され、各自治体に対し市町村障害児福祉計画の策

定が義務付けられることになります。 

本市ではこれまで、4期にわたって障害福祉計画を策定しています。本計画は、平成 29

年度をもって計画期間を終了する第 4期計画を見直し、障害児福祉計画と一体的に策定す

るもので、平成 30年度からの 3か年を計画期間とする「第５期荒尾市障がい福祉計画」

とします。 

  なお、策定に当たっては、国の定める「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円

滑な実施を確保するための基本的な指針」に基づき、障がい者施策に関わる現状やニーズ

等を把握したうえで、成果目標の設定やサービスの必要量の見込みを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の概要 
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■第５期荒尾市障がい福祉計画策定までの主な流れ■ 

平成 18年 4月 「障害者自立支援法」施行 

 

平成 19年 3月 「第 1期荒尾市障害福祉計画（平成 18～20年度）」策定 

         

＜関連する主な法律の状況＞ 

■障害者権利条約の署名（Ｈ19.9） 

        

平成 21年 3月 「第２期荒尾市障がい福祉計画（平成 21～23年度）」策定 

 

＜関連する主な法律の状況＞ 

■改正障害者自立支援法（Ｈ22.12成立）■障害者虐待防止法（Ｈ23.6成立） 

■改正障害者基本法（Ｈ23.7成立） 

        

平成 24年 3月 「第３期荒尾市障がい福祉計画（平成 24～26年度）」策定 

        

＜関連する主な法律の状況＞ 

■障害者優先調達推進法（Ｈ24.６成立） 

 

平成 25年 4月 「障害者総合支援法」施行 

 

＜関連する主な法律の状況＞ 

■改正障害者雇用促進法（Ｈ25.6成立）■障害者差別解消法（Ｈ25.6成立） 

■障害者権利条約の批准（Ｈ26.1） 

 

平成 27年 3月 「第４期荒尾市障がい福祉計画（平成 27～29年度）」策定 

        

＜関連する主な法律の状況＞ 

■改正発達障害者基本法（Ｈ28.5成立） 

■改正障害者総合支援法・改正児童福祉法（Ｈ28.5成立） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30年 3月 「第５期荒尾市障がい福祉計画（平成 30～32年度）」策定 
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２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、「障害者総合支援法」に基づく市町村障害福祉計画と「児童福祉法」に基づ

く市町村障害児福祉計画を一体的に策定する計画であり、障がい福祉サービスの見込量等

を定めるものです。また、障がい福祉分野における上位計画である「第３次荒尾市障がい

者計画（平成 30～35 年度）」は、「障害者基本法」に基づく市町村障害者計画であり、本

市における障がい者施策全般に関する事項を定める基本計画です。 

本計画は、上位計画である本市の総合計画や地域福祉計画、「第３次荒尾市障がい者計

画」、その他関連する計画との整合性を図ったうえで策定しました。 

  「第３次荒尾市障がい者計画」との関係は下図のとおりです。両計画は、各分野におい

て密接な関係をもつため、整合性や連携のとれた計画にする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○法令上の根拠：障害者基本法（第 11条第３項）に基づく計画 

○性格：障がい者施策全般に関する事項を定める基本計画 

○内容           ＜＜ 第３次荒尾市障がい者計画 ＞＞ 

障
が
い
を
理
由
と
す
る
差
別
の

解
消
、
権
利
擁
護
の
推
進
及
び

虐
待
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防
止 

広
報
啓
発
の
推
進 

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
充
実 

保
育
・
教
育
の
充
実 

保
健
・
医
療
の
充
実 

雇
用
・
就
業
、
経
済
的
自
立
の

支
援 

生
活
環
境
の
整
備 

防
災
・
防
犯
対
策
の
推
進 

 

 

 

障がい者計画 

○法令上の根拠：障害者総合支援法（第 88 条第１項）及び児童福祉法（第

33条の 20第１項）に基づく計画 

○内容：各年度における障がい福祉サービスの種類ごとの必要量見込み及び

確保の方策、並びに地域生活支援事業の実施に関する事項等を定め

る計画 

障がい福祉計画 
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３ 計画の期間 

 

本計画は、国が定める計画期間に基づく 3 か年を 1 期とする計画であり、2018（平成

30）年度を初年度とし、2020年度を目標年度とした 5期目となる障がい福祉計画です。 

また、障がい福祉分野における上位計画である「第３次荒尾市障がい者計画」は、2018

（平成 30）年度を初年度とし、2023年度を目標年度とした 6か年計画です。 

障がい福祉計画の 2期（6年）に 1回、両計画を同時に改定し、両計画の整合性及び連

携を図ります。 

 

 

 

・・・ H20 ・・・ H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

 

荒尾市 

やさしい 

まちづくり
計画 

（平成 11～ 

20年度） 

荒尾市障がい者計画 
（平成 21～30年度） 

 

第 3次荒尾市障がい者計画 
（平成 30～35年度） 

 

 

H18 ・・・ H23 ・・・ H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 

 

第 1期計画期間 
（平成 18～20年度） 

第 2期計画期間 
（平成 21～23年度） 

 

 
 

第 5期荒尾市 

障がい福祉計画 

（平成 30～32年度） 

第 6期計画期間 

（平成 33～35年度） 

 

 

※   部分を平成 29年度中に策定 

 

 

 

 

 

 

 

新サービス体系への移行 

平成 23年度を目標に

サービス見込量等を

設定 

障
が
い
者
計
画 

障がい者施策全般に関する事項を定める基本計画 

障
が
い
福
祉
計
画 

平成 32年度を目標に

サービス見込量等を

設定 

平成 35年度を目標に

サービス見込量等を

設定（予定） 

平成 26年度、平成 29

年度を目標にサービ

ス見込量等を設定 

障害者自立支援法 

（平成 18年４月施行） 

障害者総合支援法 

（平成25年４月施行） 

第 3期計画期間 
（平成 24～26年度） 

第 4期計画期間 
（平成 27～29年度） 
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４ 計画策定の体制及び経緯 

 

（１）計画策定の体制 

本計画の策定は、学識経験者、障がい者団体、障がい福祉に関わる関係者、保健・医療

関係者等で構成する「荒尾市障害者計画及び障害福祉計画策定等委員会」の審議を経て策

定しました。 

また、障がい者施策に関わる現状やニーズ等については、障がい者に対するアンケート

や障がい者団体へのヒアリング、市内福祉事業所のサービス整備計画調査を実施し、計画

策定の基礎資料として活用しています。 

さらに、計画内容に市民の意見を反映するため、計画素案に対するパブリックコメント

を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

荒
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市
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者
計
画
及
び
障
害
福
祉
計
画
策
定
等
委
員
会 

市 

意
見
集
約 

施
策
検
討 

意
見
提
起 

課
題
検
討 

 現状分析  

■各種統計資料 

■障がい者アンケート 

■障がい者団体ヒアリング 

■市内事業所サービス整備計画調査 

■庁内関係課からの情報  計画策定  

■成果目標の設定 

■障がい福祉サービス等の必要量見 

込み及び確保の方策の設定 

■地域生活支援事業の必要量見込 

み及び確保の方策の設定 

計画素案に対

するパブリック

コメントの実施 
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（２）計画策定の経緯 

計画策定の経緯は、下記のとおりです。 

 

年月 内容 

平成 29年 6月 ・「荒尾市障害者計画及び障害福祉計画策定等委員会条例」を制定（7月施行） 

平成 29年 7月 
・障がい福祉アンケート（標本 1,700件、有効回答率 45.5％）、障がい者団

体ヒアリング（4団体）の実施 

平成 29年 8月 ・第１回委員会（計画策定の概要、障がい福祉アンケートの報告 等） 

平成 29年 10月 ・市内事業所に対する障がい福祉サービス整備計画調査の実施 

平成 29年 11月 
・第 2 回委員会（障がい者計画の骨子（趣旨、基本理念、体系）、障がい福

祉計画の成果目標 等） 

平成 30年 1月 ・第 3回委員会（素案の審議） 

平成 30年 2月 ・パブリックコメントの実施 

平成 30年 3月 

（予定） 
・第 4回委員会（パブリックコメント結果の報告、最終計画案の確認） 

※ 経緯については、平成 30年 3月に策定する「第３次荒尾市障がい者計画」の経緯を 

含めたものです。 
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５ 計画の推進体制 

 

  本計画は「第３次荒尾市障がい者計画」と各分野において密接な関係をもち、両計画の

整合性と連携を図る必要があるため、本計画に掲げた事業の実施に当たっては、障がい福

祉事業所はもとより、障がい者団体等の関係機関との連携が不可欠となります。 

  そこで、あらゆる機会を通じて障がい者施策に関わる現状やニーズ等を把握し、施策に

反映させていくように努めるとともに、障がい福祉事業所や障がい者団体等の関係機関と

連携し、障がい者施策を推進します。 

計画に定めた事項については、定期的に進捗状況の調査・分析及び評価を行います。本

市では毎年度、成果目標や障がい福祉サービスの利用状況を把握し、「荒尾市障害者計画

及び障害福祉計画策定等委員会」の審議を受けて、進捗管理を行い、必要と認めるときは

計画の見直し等の措置を講じるなど、ＰＤＣＡサイクルの考えをもとに取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．Ｐｌａｎ（計画）  ：成果目標やサービスの必要量の見込み及び確保の方策を定める。 

２．Ｄｏ（実行）    ：計画の内容を実行する。 

３．Ｃｈｅｃｋ（評価） ：成果目標の進捗状況や障がい福祉サービスの利用状況等を把握し、 

分析・評価を行う。 

４．Ａｃｔｉｏｎ（改善）：評価の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、計画の見直し等 

を実施する。 

 

 

 

継続的改善 Ｐｌａｎ 
（計画） 

Ｄｏ 
（実行） 

Ｃｈｅｃｋ 
（評価） Ａｃｔｉｏｎ 

（改善） 
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１ データでみる障がい者の状況 

 

（１）人口の状況 

 本市の総人口は、平成 23年度の 56,044人から平成 28年度には 53,999人となっており、減少傾

向にあります。 

 年齢区分別の人口構造をみると、0～17 歳の人口は同程度で推移し、18～64 歳の人口は減少を続

けています。反対に、65 歳以上の高齢者人口は増加傾向にあり、高齢化率（総人口に占める高齢者

人口の割合）も、平成 23年度の 27.8％から平成 28年度の 32.7％と上昇を続け、高齢化の進行が顕

著となっています。 

【人口構造の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 荒尾市の障がい者を取り巻く現状 

[資料] 荒尾市住民基本台帳 各年度 9月末日現在 

[単位：人]

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

56,044 55,810 55,335 54,918 54,460 53,999

（100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％）

8,921 8,965 8,874 8,704 8,639 8,500

（15.9％） （16.1％） （16.0％） （15.9％） （15.9％） （15.8％）

31,536 30,885 30,030 29,288 28,507 27,827

（56.3％） （55.3％） （54.3％） （53.3％） （52.3％） （51.5％）

15,587 15,960 16,431 16,926 17,314 17,672

（27.8％） （28.6％） （29.7％） （30.8％） （31.8％） （32.7％）

総人口

0～17歳

18～64歳

65歳以上

8,921 8,965 8,874 8,704 8,639 8,500

31,536 30,885 30,030 29,288 28,507 27,827

15,587 15,960 16,431 16,926 17,314 17,672

56,044 55,810 55,335 54,918 54,460 53,999

0
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平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（人）

0-17歳 18-64歳 65歳以上
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（２）高齢化の状況 

  本市の高齢化率は平成 23年度の 27.8％から平成 28年度には 32.7％と推移しており、高齢化が

進行している状況です。本市の高齢化率を国や熊本県と比較すると、平成 28年度において、国の

27.3％や熊本県の 29.5％と比べて高い水準となっています。 

【荒尾市・熊本県・全国の高齢化率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[資料] 荒尾市：住民基本台帳    （各年度 9月 末日現在） 

熊本県：総務省統計局推計人口（各年度 10月 1日現在） 

全 国：総務省統計局推計人口（各年度 10月 1日現在） 

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

荒尾市 27.8% 28.6% 29.7% 30.8% 31.8% 32.7%

熊本県 25.8% 26.5% 27.2% 28.1% 28.8% 29.5%

全国 23.3% 24.1% 25.1% 26.0% 26.6% 27.3%

27.8%
28.6%

29.7%
30.8%

31.8%
32.7%

25.8%

26.5%
27.2%

28.1%
28.8%

29.5%

23.3%
24.1%

25.1%
26.0%

26.6%
27.3%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

荒尾市 熊本県 全国
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（３）障がい者の状況 

１）障がい者・難病等患者数 
   本市の障がい者及び難病等患者数の状況は、平成 28年度末現在、身体障がい者（身体障害者

手帳交付者）が 2,832 人、知的障がい者（療育手帳交付者）が 557 人、精神障がい者（精神障

害者保健福祉手帳交付者）が 447 人、精神障がい者（自立支援医療[精神通院医療]利用者）が

921人、難病等患者が 561人となっています。 

（※障がい福祉サービスの対象となる難病等の対象疾患は、平成 26 年 12 月の 130 疾患にはじ

まり、平成 29年 4月では 358疾患となっています。また、難病医療費助成の対象となる難病等

の対象疾患は、平成 29年 4月時点で 330疾患です。） 

 

【障がい者・難病等患者数】 

区分 総数 18歳未満 18歳以上 総人口比 

身 体 障 が い 者 

（ 身 体 障 害 者 手 帳 交 付 者 ）  
2,832 28 2,804 5.2% 

知 的 障 が い 者 

（ 療 育 手 帳 交 付 者 ）  
557 167 390 1.0% 

精 神 障 が い 者 

（精神障害者保健福祉手帳交付者） 
447 6 441 0.8% 

精 神 障 が い 者 

（自立支援医療[精神通院医療]利用者）  
921 78 843 1.7% 

難 病 等 患 者 

（ 難 病 医 療 費 助 成 利 用 者 ）  
561 3 558 1.0% 

※総人口比は、総人口に占める各障がい者・難病等患者総数の割合です。 

また、精神障害者保健福祉手帳交付者が自立支援医療[精神通院医療]を利用している場合がある

ため、（精神障害者保健福祉手帳交付者）と（自立支援医療[精神通院医療]利用者）の合計が、精

神障がい者の総数ではありません。 

 

   [資料] 障がい者数  ：荒尾市資料   平成 28年度末現在 

       難病等患者数 ：有明保健所資料 平成 28年度末現在 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[単位：人] 
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２）65歳以上の障がい者・難病等患者数 
   障がい者及び難病等患者の総数に占める 65歳以上の割合は、身体障がい者が特に高く 76.8％

を占めています。反対に、知的障がい者では 10.1％と低くなっています。 

 

【65歳以上の障がい者・難病等患者数】 

区分 総数 65歳未満 65歳以上 
65歳以上の 

占める割合 

身 体 障 が い 者 

（ 身 体 障 害 者 手 帳 交 付 者 ）  
2,832 658 2174 76.8% 

知 的 障 が い 者 

（ 療 育 手 帳 交 付 者 ）  
557 501 56 10.1% 

精 神 障 が い 者 

（精神障害者保健福祉手帳交付者） 
447 323 124 27.7% 

精 神 障 が い 者 

（自立支援医療[精神通院医療]利用者）  
921 753 168 18.2% 

難 病 等 患 者 

（ 難 病 医 療 費 助 成 利 用 者 ）  
561 264 297 52.9% 

※65歳以上の占める割合は、各障がい者及び難病等患者の総数に占める 65歳以上の割合です。 

また、精神障害者保健福祉手帳交付者が自立支援医療[精神通院医療]を利用している場合があるため、

（精神障害者保健福祉手帳交付者）と（自立支援医療[精神通院医療]利用者）の合計が、精神障がい者

の総数ではありません。 

 

   [資料] 障がい者数  ：荒尾市資料   平成 28年度末現在 

       難病等患者数 ：有明保健所資料 平成 28年度末現在 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[単位：人] 
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（４）身体障がい者の状況 

１）身体障害者手帳交付者数の推移 
   身体障害者手帳交付者数は、平成 23年度の 2,972人から平成 28年度の 2,832人と減少傾向

にあります。平成 28年度末現在では、18歳未満が 28人、18歳以上が 2,804人となっており、

18歳以上が大多数を占めています。 

 

【身体障害者手帳交付者数の推移（年齢別）】 

35 36 38 32 30 28

2,937 2,924 2,908 2,899 2,833 2,804

2,972 2,960 2,946 2,931 2,863 2,832

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（人）

18歳未満 18歳以上

[資料] 荒尾市 各年度末現在 
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２）身体障害者手帳交付者数の推移（障がいの種類別） 

  身体障害者手帳交付者数を障がいの種類別にみると、いずれの年度も肢体不自由が全体の半数

弱を占めて最も多く、これに内部障がいが 4割弱で続いています。 

 

【身体障害者手帳交付者数の推移（障がいの種類別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

243 232 215 212 205 198

287 290 296 304 309 302

22 24 26 29 24 27

1,351 1,337 1,334 1,329 1,303 1,278

1,069 1,077 1,075 1,057 1,022 1,027

2,972 2,960 2,946 2,931 2,863 2,832

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（人）

視覚障がい 聴覚障がい・平衡機能障がい

音声・言語機能障がい 肢体不自由

内部障がい

[資料] 荒尾市 各年度末現在 

[単位：人]

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

2,972 2,960 2,946 2,931 2,863 2,832

（100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％）

243 232 215 212 205 198

（8.2％） （7.8％） （7.3％） （7.2％） （7.2％） （7.0％）

287 290 296 304 309 302

（9.6％） （9.8％） （10.0％） （10.4％） （10.8％） （10.7％）

22 24 26 29 24 27

（0.7％） （0.8％） （0.9％） （1.0％） （0.8％） （0.9％）

1,351 1,337 1,334 1,329 1,303 1,278

（45.5％） （45.2％） （45.3％） （45.3％） （45.5％） （45.1％）

1,069 1,077 1,075 1,057 1,022 1,027

（36.0％） （36.4％） （36.5％） （36.1％） （35.7％） （36.3％）
内部障がい

総数

視覚障がい

聴覚障がい・平衡機能障がい

音声・言語機能障がい

肢体不自由
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３）身体障害者手帳交付者数の推移（障がいの等級別） 

身体障害者手帳交付者数を障がいの等級別にみると、いずれの年度も 1級が全体の 3割を占め

て最も多く、これに 4級が 3割程度で続いています。また、障がいの程度別にみると、重度者（1

～2級）と中度者（3～4級）が 4～5割を占めて多く、軽度者（5～6級）は 1割程度となっていま

す。 

 

【身体障害者手帳交付者数の推移（障がいの等級別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[資料] 荒尾市 各年度末現在 

[単位：人]

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

2,972 2,960 2,946 2,931 2,863 2,832

（100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％）

916 929 913 893 884 880

（30.9％） （31.4％） （31.0％） （30.5％） （30.9％） （31.1％）

429 399 393 384 366 364

（14.4％） （13.5％） （13.3％） （13.1％） （12.8％） （12.9％）

441 436 434 437 411 406

（14.8％） （14.7％） （14.7％） （14.9％） （14.4％） （14.3％）

868 871 889 883 857 839

（29.2％） （29.4％） （30.2％） （30.1％） （29.9％） （29.6％）
137 140 129 139 149 152

（4.6％） （4.7％） （4.4％） （4.7％） （5.2％） （5.4％）
181 185 188 195 196 191

（6.1％） （6.3％） （6.4％） （6.7％） （6.8％） （6.7％）
（再掲）

1,345 1,328 1,306 1,277 1,250 1,244

（45.3％） （44.9％） （44.3％） （43.6％） （43.7％） （43.9％）

1,309 1,307 1,323 1,320 1,268 1,245

（44.0％） （44.1％） （44.9％） （45.0％） （44.3％） （44.0％）

318 325 317 334 345 343

（10.7％） （11.0％） （10.8％） （11.4％） （12.0％） （12.1％）

6級

重度
（1～2級）

中度
（3～4級）

軽度
（5～6級）

総数

1級

2級

3級

4級

5級

916 929 913 893 884 880

429 399 393 384 366 364

441 436 434 437 411 406

868 871 889 883 857 839

137 140 129 139 149 152

181 185 188 195 196 191

2,972 2,960 2,946 2,931 2,863 2,832

0

1,000

2,000

3,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（人）

1級 2級 3級 4級 5級 6級

軽
度

中
度

重
度
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４）身体障害者手帳交付者数（障がいの種類・等級別） 

身体障害者手帳交付者数を障がいの種類別にみると、肢体不自由が最も多く、障がいの等級別にみ

ると、1級が最も多くなっています。 

障がいの種類を等級別にみると、視覚障がい、内部障がいは 1級が多く、聴覚障がい・平衡機

能障がいは 6級、音声・言語障がいは 2級、肢体不自由は 4級が最も多くなっているなど、障が

いの種類によって等級の分布に違いがみられます。 

 

【身体障害者手帳交付者数の推移（障がいの種類・等級別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.3%

7.3% 11.1%
19.6%

52.3%

29.3%

21.5%

37.0% 17.1%

1.2%

6.6%

13.6%

33.4%

18.3%

10.6%

6.1%

28.1%

18.5%

28.9%

35.8%13.1%

0.0%

9.8%

0.1%
10.6%

29.5%

6.3%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

視覚障がい 聴覚障がい・

平衡機能障がい

音声・言語機能

障がい

肢体不自由 内部障がい

1級 2級 3級 4級 5級 6級

[単位：人]

1級 2級 3級 4級 5級 6級 計

68 58 13 12 26 21 198

（34.3％） （29.3％） （6.6％） （6.1％） （13.1％） （10.6％） （100.0％）

22 65 41 85 0 89 302

（7.3％） （21.5％） （13.6％） （28.1％） （0.0％） （29.5％） （100.0％）

3 10 9 5 0 0 27

（11.1％） （37.0％） （33.4％） （18.5％） （0.0％） （0.0％） （100.0％）

250 219 234 369 125 81 1,278

（19.6％） （17.1％） （18.3％） （28.9％） （9.8％） （6.3％） （100.0％）

537 12 109 368 1 0 1,027

（52.3％） （1.2％） （10.6％） （35.8％） （0.1％） （0.0％） （100.0％）

880 364 406 839 152 191 2,832

（31.1％） （12.9％） （14.3％） （29.6％） （5.4％） （6.7％） （100.0％）
総数

視覚障がい

聴覚障がい・平衡機能障がい

音声・言語機能障がい

肢体不自由

内部障がい

[資料]荒尾市 平成 28年度末現在 
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（５）知的障がい者の状況 

１）療育手帳交付者数の推移 
   療育手帳交付者数（知的障がい者数）は、平成 23年度の 421人から平成 28年度の 557人と

増加傾向となっています。平成 28年度末現在では、18歳以上が 390人と全体の 7割を占めてい

ます。 

 

【療育手帳交付者数の推移（年齢別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123 121 125 130 138 167

298 325 338
374 378

390

421
446

463

504 516

557

0

200

400

600

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（人）

18歳未満 18歳以上

[資料] 荒尾市 平成 28年度末現在 
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２）療育手帳交付者数の推移（障がいの程度別） 
療育手帳交付者数（知的障がい者数）を障がいの程度別にみると、いずれの年度もＢ（中・軽

度）が 6割以上を占めています。Ａ（重度）、Ｂ（中・軽度）ともに増加していますが、特にＢ（中・

軽度）の増加が顕著となっています。 

【療育手帳交付者数の推移（障がいの程度別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[資料] 荒尾市 各年度末現在 

[単位：人]

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

421 446 463 504 516 557

（100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％）

150 157 153 169 165 184

（35.6％） （35.2％） （33.0％） （33.5％） （32.0％） （33.0％）

271 289 310 335 351 373

（64.4％） （64.8％） （67.0％） （66.5％） （68.0％） （67.0％）

総数

Ａ
（重度）

Ｂ
（中・軽度）

150 157 153 169 165 184

271 289 310
335 351

373

421
446

463

504 516

557

0

200

400

600

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（人）

Ａ（重度） Ｂ（中・軽度）
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（６）精神障がい者の状況 

精神障害者保健福祉手帳交付者数は、平成 23年度の 363人から平成 28年度の 447人と増加傾

向にあります。障がいの等級別にみると、2級の占める割合が最も多く、平成 28年度末現在では

60.0％となっています。 

自立支援医療（精神通院医療）利用者数については、おおむね増加傾向にあり、平成 28年度末

現在 921人となっています。 

【精神障害者保健福祉手帳交付者数の推移（障がいの程度別）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[資料] 荒尾市 各年度末現在 

[単位：人]

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

363 362 395 412 425 447

（100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％） （100.0％）

146 146 147 139 132 133

（40.2％） （40.3％） （37.2％） （33.7％） （31.1％） （29.7％）

193 190 218 234 249 268

（53.2％） （52.5％） （55.2％） （56.8％） （58.6％） （60.0％）

24 26 30 39 44 46

（6.6％） （7.2％） （7.6％） （9.5％） （10.3％） （10.3％）

総数

1級

2級

3級

146 146 147 139 132 133

193 190
218 234 249 268

24 26

30 39
44

46
363 362

395
412 425

447

0

100

200

300

400

500

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（人）

1級 2級 3級
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【自立支援医療（精神通院医療）利用者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[資料] 荒尾市 各年度末現在 

[単位：人]

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

総数 787 843 838 982 868 921

787
843 838

982
868 921

0

200

400

600

800

1,000

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

（人）



 

20 

（７）就学状況 

平成 28年度末現在において、市内の小中学校全てに特別支援学級があり、在籍する児童生徒数

は 96人となっています。また、通級指導教室の児童生徒数は 29人です。保育所・認定こども園

における障がい児は、平成 28年度末現在、在籍児総数の 1,960人に対して 35人となっており、

加配保育士数は 18人となっています。 

特別支援学校への在籍状況は、平成 28年度末現在、72人となっており、荒尾支援学校が多い状

況です。 

１）特別支援学級の状況 

  設置校数（校） 学級数（学級） 児童生徒数 

小学校 10  25  63  

中学校 3  6  33  

合  計 13  31  96  

[資料] 荒尾市 平成 28年度末現在 

 

２）通級指導教室の状況 

  通級児童生徒数 

小学校 17  

中学校 12  

合  計 29  

[資料] 荒尾市 平成 28年度末現在 

 

３）保育所・認定こども園における障がい児の在籍状況 

  ３歳未満 ３歳 ４歳以上 合  計 

在籍児数 757  398  805  1,960  

在籍障がい児数 10  10  15  35  

加配保育士数 18 18  

[資料] 荒尾市 平成 28年度末現在 

 

４）特別支援学校在籍状況 

学校名 幼稚部 小学部 中学部 高等部 合  計 

荒尾支援学校 -  12  19  38  69  

ひのくに高等支援学校 -  -  -  1  1  

黒石原支援学校 -  0  0  1  1  

熊本ろう学校 0  0  1  0  1  

合  計 0  12  20  40  72  

[資料] 荒尾市 平成 28年度末現在 

[単位：人] 

[単位：人] 

[単位：人] 

[単位：人] 
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２ アンケート調査からみる障がい者の状況 

 

（１）調査の概要 
 障がい者の日常生活の状況や障がい者施策に対する考え方を把握するため、障害者手帳所持者や

自立支援医療を利用している人を対象にアンケート調査を実施しました。 

 

【調査概要及び回収結果】 

 

身体障がい者 知的障がい者 

精神障がい者 

入院患者以外 入院患者 

調査対象 

荒尾市内に居住す

る身体障害者手帳

所持者 

荒尾市内に居住す

る療育手帳所持者 

荒尾市内に居住 

する自立支援医療 

利用者 

市内の精神科病院 

（2医療機関） 

抽出方法 無作為抽出 
調査対象医療機関

へ依頼 

調査方法 郵送調査（郵送配布・郵送回収） 
調査対象医療機関

による配布・回収 

標本数 1,000サンプル 350サンプル 250サンプル 100サンプル 

有効 

回収数 
470サンプル 147サンプル 94サンプル 62サンプル 

有効 

回収率 
47.0％ 42.0％ 37.6％ 62.0％ 

調査期間 平成 29年 7月 11日～7月 24日（回収予備期間を含む） 

全件に対する有効回収率は、45.5％です。  
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（２）調査の結果 
１）日常生活における介助について 

日常生活における介助について、身体・知的・精神障がい者ともに「家事」や「外出」、

「通院や服薬」、「金銭管理」、「意思の伝達」での要介助（少し手伝ってもらう＋全部手伝

ってもらう）の割合が高くなっています。また、これらの割合は、知的障がい者で 5～７

割と特に高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【日常生活動作（要介助[少し手伝ってもらう＋全部手伝ってもらう]の割合）】 

（複数回答） 

 

 

 

 

43.6

38.5

37.7

30.8

26.6

26.0

24.4

20.0

15.3

14.4

11.5

66.7

51.0

69.4

72.8

35.4

68.0

14.3

24.5

10.2

21.7

20.4

35.1

18.1

28.7

36.2

5.4

41.5

3.2

5.3

3.2

1.1

6.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家事

外出

通院や服薬

金銭管理

入浴

意思の伝達

歩行

着替え

室内の移動

トイレ

食事

身体（ｎ=470）

知的（ｎ=147）

精神（ｎ=94）

※「意思の伝達」は、『なんとかできる』+『むずかしい』の割合。 
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２）外出について 

外出時に不便や困難を感じることは、身体障がい者では「道路・建物の段差や、電車・

バス等の乗り降りがたいへん」（27.4％）が最も多く、次いで「障がい者に配慮した設備

が不十分である」（17.4％）、「特にない・ほとんど外出しないのでわからない」（17.2％）

となっています。 

知的障がい者では「外出先でコミュニケーションがとりにくい」（30.6％）が３割を超

えて最も多く、精神障がい者では「特にない・ほとんど外出しないのでわからない」（22.3％）

が最も多くなっています。また、知的・精神障がい者はともに「まわりの人の目が気にな

る」（知的：21.8％、精神：20.2％）等の割合が２割を超えて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外出時に不便や困難を感じること】（複数回答） 

 

27.4

17.4

16.2

13.0

10.2

9.1

6.8

5.3

4.5

4.3

3.8

9.8

17.2

23.6

13.6

10.9

10.9

10.9

10.9

6.8

5.4

30.6

4.1

12.2

21.8

9.5

21.8

18.4

9.6

5.3

20.2

10.6

18.1

8.5

7.4

9.6

7.4

9.6

20.2

13.8

22.3

10.6

0% 20% 40% 60% 80%

道路・建物の段差や、電車・バス等の

乗り降りがたいへん

障がい者に配慮した設備が不十分である

体を休めるところがない

障がい者用トイレが少ない

交通費の負担が大きい

気軽に利用できる移送手段が少ない

通路上に自転車や看板等の

障がい物があって通りにくい

外出先でコミュニケーションがとりにくい

付き添ってくれる人がいない

必要なときに、まわりの人の

手助けや配慮が足りない

まわりの人の目が気になる

その他

特にない・ほとんど外出しないのでわからない

無回答

身体（ｎ=470）

知的（ｎ=147）

精神（ｎ=94）
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３）今後の暮らし方について 

今後、どのように暮らしたいかを尋ねたところ、身体・知的・精神障がい者ともに「在

宅（自宅）で暮らしたい（家族等と同居、一人暮らし）」（身体：70.9％、知的：54.4％、

精神：74.5％）が最も多く、身体・精神障がい者では７割を占めています。また、知的障

がい者については、「地域の中で仲間と共同生活できるところで暮らしたい」（11.6％）や

「医療機関や福祉施設に入院・入所したい」（12.2％）等の割合が身体・精神障がい者に

比べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【今後の暮らし方に対する希望】 

70.9

54.4

74.5

3.4

11.6

3.2

7.2

12.2

3.2

1.7

1.4

4.3

10.2

17.0

12.8

6.6

3.4

2.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体（ｎ=470）

知的（ｎ=147）

精神（ｎ=94）

在宅（自宅）で暮らしたい（家族等と同居、一人暮らし）

地域の中で仲間と共同生活できるところで暮らしたい

医療機関や福祉施設に入院・入所したい

その他

わからない

無回答
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４）日中の過ごし方について 

日中において主に何をして過ごしたいかを尋ねたところ、身体・精神障がい者では「自

宅で過ごしたい」（身体：43.8％、精神：26.6％）が最も多く、知的障がい者では「障が

い者向け施設に通いたい」（19.7％）が最も多くなっています。 

また、知的・精神障がい者では「正規の社員・従業員として働きたい」（知的：17.0％、

精神：24.5％）や「パートやアルバイトとして働きたい」（知的：8.8％、精神：14.9％）

等の就労希望の割合もそれぞれ１～２割前後を占めています。 

 

【今後の日中の過ごし方に対する希望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.8

10.4

6.8

5.1

4.5

3.4

2.1

0.6

4.0

8.5

10.6

7.5

2.7

2.0

17.0

8.8

8.8

19.7

12.9

2.0

12.2

6.1

26.6

6.4

1.1

24.5

14.9

1.1

4.3

2.1

6.4

10.6

2.1

0% 20% 40% 60% 80%

自宅で過ごしたい

高齢者向けのデイサービスや

医療機関のデイケア等に通いたい

仲間同士の集まり等に参加したい

正規の社員・従業員として働きたい

パートやアルバイトとして働きたい

医療機関や福祉施設等に入院・入所したい

障がい者向け施設に通いたい

学校や幼稚園・保育所等に通いたい

その他

わからない

無回答

身体（ｎ=470）

知的（ｎ=147）

精神（ｎ=94）
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５）就労に必要な環境整備について 

障がい者の就労に必要な環境整備は、身体障がい者は「障がいにあった仕事であること」

（24.7％）、知的障がい者は「周囲が自分を理解してくれること」（39.5％）、精神障がい

者は「勤務する時間や日数を調整できること」（37.2％）が最も多く、これに身体障がい

者は「特にない」（18.1％）、知的障がい者は「障がいにあった仕事であること」（29.9％）、

精神障がい者は「周囲が自分を理解してくれること」（30.9％）が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【障がい者の就労に必要な環境整備】（複数回答 3つまで） 

 

24.7

17.7

16.6

12.6

10.9

8.5

8.3

8.3

5.7

4.9

4.0

2.1

1.3

18.1

30.0

29.9

39.5

17.0

5.4

19.7

4.1

7.5

18.4

25.2

12.2

10.9

5.4

2.7

12.9

12.9

21.3

30.9

37.2

12.8

29.8

2.1

17.0

20.2

16.0

5.3

9.6

5.3

4.3

12.8

8.5

0% 20% 40% 60% 80%

障がいにあった仕事であること

周囲が自分を理解してくれること

勤務する時間や日数を調整できること

自宅で仕事ができること

通勤手段があること

勤務場所に障がい者用の

設備・機器が整っていること

通院等の保障があること

賃金が妥当であること

施設・職場によい指導者や先輩がいること

同じ障がいを持つ仲間や

介助者がいる職場であること

ジョブコーチ等職場に慣れるまで

援助してくれる制度があること

職業訓練等で就労のための

技術を身につけること

その他

特にない

無回答

身体（ｎ=470）

知的（ｎ=147）

精神（ｎ=94）
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６）生活上の困りごとや不安・悩みについて 

困っていることや将来に対する不安・悩みは、身体・知的・精神障がい者ともに「障が

いや健康上の心配、悩み」（身体：31.1％、知的：33.3％、精神：48.9％）や「経済的な

不安」（身体：29.6％、知的：46.3％、精神：56.4％）、「将来の生活が不安」（身体：21.7％、

知的：42.9％、精神：44.7％）が上位となっています。 また、身体障がい者は「特にな

い」（24.5％）の割合も２割を超えています。 

また、精神障がい者は、身体・知的障がい者に比べて全般的に困っていることや不安・

悩みの割合が高く、前述の上位項目のほか「生きがいを見いだせない」（21.3％）につい

ても２割を超えています。 

困っていることや不安・悩みの相談先は、身体・知的・精神障がい者ともに「家族」（身

体：66.4％、知的：61.9％、精神：66.0％）が６割を超えて最も多くなっています。また、

知的障がい者では「入所・通所している福祉施設の職員」（25.9％）、精神障がい者では「病

院・診療所の医師や看護師等」（38.3％）の割合が２～４割程度と高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【困っていることや将来に対する不安・悩み】 

 
31.1

29.6

21.7

11.9

9.8

8.3

8.1

3.4

3.4

2.3

2.1

1.3

0.9

1.7

24.5

16.6

33.3

46.3

42.9

11.6

16.3

7.5

18.4

10.9

8.8

21.8

10.9

11.6

11.6

4.8

19.7

9.5

48.9

56.4

44.7

7.4

17.0

21.3

13.8

16.0

17.0

16.0

14.9

16.0

9.6

7.4

14.9

1.1

0% 20% 40% 60% 80%

障がいや健康上の心配、悩み

経済的な不安

将来の生活が不安

介護などの身辺の世話がかかる

外出（通院、通勤、通学等）が困難

生きがいを見いだせない

住まいの不満、悩み

友達がいない

家庭内の問題

財産の管理が心配

仕事の不満または働く場がない

周囲の人の理解がない

結婚問題の不安、悩み

その他

特にない

無回答

身体（ｎ=470）

知的（ｎ=147）

精神（ｎ=94）
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【困っていることや不安・悩みの相談先】（複数回答） 

 
66.4

14.3

13.0

6.6

4.9

3.0

2.1

1.9

1.5

1.1

0.9

0.6

0.0

3.4

4.7

17.0

61.9

14.3

17.0

25.9

3.4

0.7

1.4

4.8

4.1

8.2

15.0

2.7

0.0

3.4

3.4

12.2

66.0

21.3

38.3

8.5

8.5

0.0

3.2

4.3

6.4

3.2

5.3

1.1

0.0

9.6

10.6

3.2

0% 20% 40% 60% 80%

家族

友人・知人、近所の人

病院・診療所の医師や看護師等

入所・通所している福祉施設の職員

ホームヘルパーや訪問看護師等

在宅介護支援センターや地域包括支援センター

社会福祉協議会

障がい者相談員や民生委員・児童委員

市や県等の職員

生活支援センターの職員等

学校・職場の関係者

障がい者団体

ボランティア等の福祉団体

その他

相談する人がいない

無回答

身体（ｎ=470）

知的（ｎ=147）

精神（ｎ=94）
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７）差別を受けたりいやな思いをした経験 

差別を受けたりいやな思いをした経験については、身体・精神障がい者では「ほとんど

ない」（身体：40.0％、精神：31.9％）が最も多く、次いで「まったくない」（身体：34.5％、

精神：24.5％）が多くなっています。これらを合わせると、差別を受けたりいやな思いを

した経験が「ない」人が、身体障がい者で 74.5％、精神障がい者で 56.4％となっていま

す。 

一方、知的障がい者では「時々ある」（34.0％）が最も多い状況です。これに「よくあ

る」（14.3％）を合わせると、差別を受けたりいやな思いをした経験が「ある」人が 48.3％

となり、身体・精神障がい者に比べて高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [身体：問 19、知的：問 20、精神：問 20] 

【差別を受けたりいやな思いをした経験】 

 

1.9

14.3

10.6

9.6

34.0

19.1

40.0

26.5

31.9

34.5

17.7

24.5

14.0

7.5

13.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体（ｎ=470）

知的（ｎ=147）

精神（ｎ=94）

よくある 時々ある ほとんどない まったくない 無回答

ある 

11.5 

ない 

74.5 

48.3 44.2 

29.7 56.4 
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８）差別やいやな思いをした場所 

差別やいやな思いをした場所は、身体・知的・精神障がい者ともに「学校・職場」（身

体：37.0％、知的：43.7％、精神：57.1％）が多くなっています。また、身体・知的障が

い者では「外出先」（身体：31.5％、知的：46.5％）、精神障がい者では「仕事を探すとき」

（32.1％）も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [身体：問 19-1、知的：問 20-1、精神：問 20-1] 

【差別やいやな思いをした場所】（複数回答） 

 

37.0

31.5

22.2

18.5

18.5

13.0

9.3

7.4

43.7

46.5

18.3

19.7

9.9

16.9

2.8

1.4

57.1

17.9

14.3

28.6

32.1

10.7

7.1

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

学校・職場

外出先

病院などの医療機関

住んでいる地域

仕事を探すとき

余暇を楽しむとき

その他

無回答

身体（ｎ=54）

知的（ｎ=71）

精神（ｎ=28）
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９）成年後見制度の認知度 

成年後見制度については、身体・知的・精神障がい者ともに「知らない」（身体：42.3％、

知的：59.2％、精神：42.6％）が最も多く、特に知的障がい者では６割弱を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [身体：問 20、知的：問 21、精神：問 21] 

【成年後見制度の認知度】 

 

4.7

5.4

8.5

19.4

10.9

14.9

21.7

17.0

23.4

42.3

59.2

42.6

11.9

7.5

10.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体（ｎ=470）

知的（ｎ=147）

精神（ｎ=94）

よく知っている ある程度知っている 言葉だけは知っている

知らない 無回答
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１０）災害時の一人での避難 

災害時の一人での避難については、身体・精神障がい者では「一人で避難の必要性を判

断し避難できる」（身体：34.9％、精神：48.9％）が最も多くなっています。一方、知的

障がい者では「一人では避難の必要性を判断できないし、避難もできない」（40.1％）が

最も多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [身体：問 21、知的：問 22、精神：問 22] 

【災害時の一人での避難】 

 

34.9

18.4

48.9

33.6

19.7

27.7

14.0

40.1

4.3

7.2

17.0

11.7

10.2

4.8

7.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体（ｎ=470）

知的（ｎ=147）

精神（ｎ=94）

一人で避難の必要性を判断し避難できる

避難の必要性は判断できるが、一人では避難できない

一人では避難の必要性を判断できないし、避難もできない

わからない

無回答
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１１）災害時に助けを頼める相手 

災害時に助けを頼める相手は、身体・知的・精神障がい者ともに「同居の家族」（身体：

61.6％、知的：71.6％、精神：56.7％）が最も多く、いずれも過半数を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [身体：問 21-1、知的：問 22-1、精神：問 22-1] 

【災害時に助けを頼める相手】 

 

61.6

71.6

56.7

11.6

6.7

4.9

1.1

10.0

0.9

3.3

8.0

15.9

6.7

8.5

6.8

16.7

4.5

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

身体（ｎ=224）

知的（ｎ=88）

精神（ｎ=30）

同居の家族 別居の子どもなど、親族

近所の人 民生委員・児童委員

その他 いない

無回答
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１２）災害時に困ること 

災害時に困ることは、身体障がい者では「安全なところまで、すぐに避難することがで

きない」（33.0％）が最も多く、次いで「避難所で障がいにあった対応をしてくれるか心

配である」（24.5％）となっています。 

知的障がい者では「どのような災害が起こったのか、すぐにはわからない」（47.6％）

が最も多く、次いで「被害状況、避難所の場所、物資の入手方法などがわからない」（43.5％）、

「まわりの人とのコミュニケーションがとれない」（42.9％）、「避難所で障がいにあった

対応をしてくれるか心配である」（40.8％）となっており、いずれも４割以上となってい

ます。 

精神障がい者では「必要な薬が手に入らない、治療を受けられない」（42.6％）が最も

多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [身体：問 22、知的：問 23、精神：問 23] 

【災害時に困ること】（複数回答） 

 

33.0

24.5

21.7

21.7

16.2

11.3

10.2

7.4

6.2

2.1

5.7

24.3

15.1

39.5

40.8

21.1

47.6

43.5

35.4

7.5

42.9

10.2

4.1

3.4

17.0

6.8

19.1

24.5

42.6

17.0

23.4

9.6

5.3

20.2

10.6

1.1

6.4

19.1

8.5

0% 20% 40% 60% 80%

安全なところまで、すぐに

避難することができない

避難所で障がいにあった

対応をしてくれるか心配である

必要な薬が手に入らない、

治療を受けられない

どのような災害が起こったのか、

すぐにはわからない

被害状況、避難所の場所、

物資の入手方法などがわからない

救助を求めることができない

補装具や日常生活用具が使えなくなる

まわりの人とのコミュニケーションがとれない

救助を求めても来てくれる人がいない

酸素ボンベや吸たん器、

人工呼吸器が使えなくなる

その他

特にない

無回答

身体（ｎ=470）

知的（ｎ=147）

精神（ｎ=）
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１３）障がい者施策として充実すべきことについて 

障がい者施策として行政（国・県・市）が充実すべきことは、身体・知的・精神障がい

者ともに「年金や手当等の充実」（身体：41.1％、知的：57.1％、精神：56.4％）が最も

多く、次いで、身体・精神障がい者では「通院・治療のための医療費の助成」（身体：27.4％、

精神：39.4％）、知的障がい者では「就労支援の充実」（31.3％）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【障がい者施策として充実すべきこと】（複数回答 5つまで） 

 

7.4

6.8

5.5

5.3

3.8

3.4

2.8

2.1

2.3

10.9

17.4

8.2

6.8

3.4

17.7

2.7

4.8

4.1

11.6

6.1

8.2

8.2

5.3

2.1

8.5

7.4

0.0

4.3

9.6

11.7

5.3

9.6

4.3

0% 20% 40% 60% 80%

防犯・防災への

支援体制の充実

市の審議会や委員会等

への障がい者の参画

（登用）

得たい情報を得ることが

できる情報バリアフリーの

推進

グループホーム等の

地域で共同生活できる

住まいの整備

ボランティアの育成と

活動支援

障がい者同士や地域の

人等と交流ができる

場の整備

文化・スポーツ・レクリ

エーション等を通じた

社会参加の支援

障がい者の結婚や子育て

等に対する支援の充実

その他

特にない

無回答

身体（ｎ=470）

知的（ｎ=147）

精神（ｎ=94）

41.1

27.4

22.1

20.0

18.7

18.1

15.5

13.4

11.7

11.1

8.5

8.5

57.1

22.4

19.0

26.5

28.6

8.2

4.8

31.3

6.1

13.6

21.8

14.3

56.4

39.4

22.3

10.6

35.1

7.4

7.4

30.9

7.4

9.6

16.0

20.2

0% 20% 40% 60% 80%

年金や手当等の充実

通院・治療のための

医療費の助成

障がい者にやさしい

まちづくりの推進

入所できる

福祉施設の充実

障がい者に対する理解を

深めるための啓発や

人権教育の充実

在宅生活を支えるための

医療の充実

機能回復訓練等リハビリ

テーションの充実

就労支援の充実

在宅サービスの充実

公営住宅への障がい者

優先入居等住宅施策の

充実

障がいの特性や程度に

応じた障がい児保育・

教育の充実

障がい者に対する情報

提供や相談窓口の充実
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１ 国の基本指針等を踏まえた対応 

 「市町村障害福祉計画」及び「市町村障害児福祉計画」は国から示される「基本指針」に沿って策定

することとなっています。 

 国が示す基本指針では、新たな事項として、「障がい児支援の提供体制の整備等」が追加されました。 

 2020年度までの成果目標に関する事項は次のとおりです。 

 

【成果目標に関する事項】 

  （１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 

     ・地域移行者数の増加  （第３期計画からの継続） 

     ・福祉施設入所者数の削減（第３期計画からの継続） 

 

  （２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 

     ・市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の設置（第５期計画からの新規） 

 

  （３）地域生活支援拠点等の整備 

     ・地域生活支援拠点又は面的な体制の整備（第４期計画からの継続） 

 

  （４）福祉施設から一般就労への移行等 

     １）一般就労移行者数の増加           （第３期計画からの継続） 

     ２）就労移行支援事業利用者数の増加       （第３期計画からの継続） 

     ３）就労移行支援事業所の一般就労への移行率の上昇（第４期計画からの継続） 

     ４）就労定着支援事業による職場定着率の上昇   （第５期計画からの新規） 

 

  （５）障がい児支援の提供体制の整備等 

     １）重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び 

保育所等訪問支援の充実 

        ①児童発達支援センターの設置            （第５期計画からの新規） 

        ②保育所等訪問支援の充実              （第５期計画からの新規） 

     ２）主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス 

       事業所の確保                     （第５期計画からの新規） 

     ３）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置   （第５期計画からの新規） 

 

  本市においては、これまでの計画と同様に、国の基本指針やそれを踏まえた熊本県の方針等に基づ

き、目標数値等の設定を行います。 

第３章 計画の基本方針 
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２ 国の基本指針に基づく成果目標の設定 

 

（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行 
 

 

 

2016（平成 28）年度末時点における福祉施設入所者数の 9％以上を、2020年度末までに地域生

活に移行するとともに、2020年度末時点における福祉施設入所者数を 2016（平成 28）年度末時点

から 2％以上削減する。 

【国の基本指針】 

≪本市の目標≫ 

 本市では、2016（平成 28）年度末時点の福祉施設入所者数は 82 人です。2018（平成 30）年度

から 2020年度までに、福祉施設を退所し地域生活へ移行する人数を 3人と見込み、新たに福祉施

設に入所する障がい者数を毎年度 1人ずつ（3か年で計 3人）と見込みます。 

 

項 目 数 値 考 え 方 

2016（平成 28）年度末時点に

おける入所者数 
Ａ ８２人 

２０１７（平成２９）年３月３１日の

福祉施設入所者数 

２０２０年度末時点における 

入所者数 
Ｂ ８２人 

２０２１年３月３１日の福祉施設入所

者数 

【目標値】削減見込み Ａ－Ｂ 
 ０人 

 （０％） 
差引減少見込み数（国の目標：２%以上） 

【目標値】2018（平成30）年度から2020

年度までの地域生活移行者数 

３人 
（３．７％） 

福祉施設入所からグループホーム等へ

移行した者の数（国の目標：９％以上） 

※ 54ページの「②地域移行支援」の 2020年度の利用者数は 4人となっていますが、福祉施設

及び精神科病院からの地域移行者を計上しているため、異なる数値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福祉施設に入所している障がい者の地域生活への移行を促進するための目標です。 
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（２）精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 
 

 

 

2020 年度末までに、全ての市町村（市町村単独での設置が困難な場合は、複数市町村による共

同設置であっても差し支えない）に、保健、医療、福祉関係者による協議の場を設置する。 

【国の基本指針】 

≪本市の目標≫ 

本市では、2020年度末までに、障害福祉圏域である有明圏域（本市・玉名市・玉東町・長洲町・

和水町・南関町）に協議の場を共同設置し、保健、医療、福祉関係者等の連携に努めます。 

 

 

 

 

 

  

 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を目指すものです。 
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（３）地域生活支援拠点等の整備 
 

 

 

市町村又は都道府県が定める障害福祉圏域において、2020 年度末までに、障がい者の地域での

生活を支援する拠点等を、少なくとも 1つ整備する。 

【国の基本指針】 

≪本市の目標≫ 

 本市では、2020年度末までに、有明圏域において面的な体制の整備をしていく方針で、圏域内

の福祉事業所とも連携し、障がい者の地域での生活を支援する拠点の整備に努めます。 

 

 

  

 障がい者の地域での生活を支援する拠点等の整備を目指すものです。 
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（４）福祉施設から一般就労への移行等 
 

 

 

１）一般就労移行者数 
2020年度中に、2016（平成 28）年度の一般就労移行者数の 1.5倍以上の福祉施設利用者を「福

祉施設から一般就労へ移行」させる。 

【国の基本指針】 

≪本市の目標≫ 

本市の 2016（平成 28）年度中の一般就労への移行者数は 9人ですが、2016（平成 28）年度は突

出した数値となっているため、これまでの実績をもとに、2020年度中の移行者数を 10人と見込み

ます。 

 

項 目 数 値 考 え 方 

2016（平成 28）年度中の一般就

労移行者数 
９人 

2016（平成 28）年度中に就労移行支援事

業等のサービスを利用し、一般就労した者の

数 

【目標値】 

２０２０年度中の一般就労移行者

数 

１０人 
（１．１倍） 

２０２０年度中に就労移行支援事業等のサ

ービスを利用し、一般就労する者の数 
（国の目標：2016（平成２８）年度中の１．５倍以

上） 

 

 

 

２）就労移行支援事業利用者数 
2020年度末における「就労移行支援の利用者数」を 2016（平成 28）年度末から 2割以上増加さ

せる。 

【国の基本指針】 

≪本市の目標≫ 

本市の 2016（平成 28）年度末時点における就労移行支援事業の利用者数は 23 人であり、これ

までの実績を踏まえて、2020年度末時点における利用者数を 29人と見込みます。 

 

項 目 数 値 考 え 方 

2016（平成 28）年度末時点での就労移

行支援事業の利用者数 
２３人 

2016（平成 28）年度末において就

労移行支援事業を利用している者の数 

【目標値】 

２０２０年度末時点での就労移行支援事

業の利用者数 

２９人 
（２．６割増加） 

２０２０年度末において就労移行支援

事業を利用している者の数 
（国の目標：2016（平成２８）年度末の２割

以上増加） 

 

（注）「一般就労」とは、一般に企業等に就職すること及び在宅就労すること、自ら起業することを指します。 

 福祉施設利用者の一般就労への移行を促進するための目標です。 
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３）就労移行支援事業所の一般就労への移行率 
「就労移行支援事業所」のうち、就労移行率が 3割以上の事業所を全体の 5割以上とする。 

【国の基本指針】 

≪本市の目標≫ 

本市では、有明圏域内にある就労移行支援事業所を対象とし、2020 年度末において、一般就労

への移行率が 3割以上の就労移行支援事業所の割合を 50％と見込みます。 

 

項 目 数 値 考 え 方 

【目標値】 

２０２０年度末においての就労移行率が 

３割以上の就労移行支援事業所の割合 

５０％ 

２０２０年度末において就労移行率が

３割以上を達成した就労移行支援事業

所の総事業所に占める割合 
（国の目標：５０％以上） 

 

 

４）就労定着支援事業による職場定着率 
就労定着支援事業による支援を開始した時点から 1年後の「職場定着率」を 8割以上とする。 

【国の基本指針】 

≪本市の目標≫ 

新規事業のため、各年度の就労定着支援事業の利用者数を 5 人と見込み、その 8 割として、1

年以上職場定着した利用者数を 4人と見込みます。 

 

項 目 数 値 考 え 方 

2018（平成 30）年度の就労定着支援事

業の利用開始者数 
５人 

2018（平成 30）年度において、就

労定着支援事業の利用を開始した者の

数 

【目標値】 

職場定着した利用者数 
（２０１９年度の職場定着率） 

４人 
（８割） 

上記利用者のうち、１年以上職場定 

着した利用者の数（国の目標：８割以上）  
項 目 数 値 考 え 方 

２０１９年度の就労定着支援事業の利用 

開始者数 
５人 

２０１９年度において、就労定着支援 

事業の利用を開始した者の数 

【目標値】 

職場定着した利用者数 
（２０２０年度の職場定着率） 

４人 
（８割） 

上記利用者のうち、１年以上職場定着 

した利用者の数（国の目標：８割以上）      
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（５）障がい児支援の提供体制の整備等  
１）重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所

等訪問支援の充実 
   
①児童発達支援センターの設置 

   2020年度末までに、児童発達支援センターを各市町村 （市町村単独での設置が困難な場合は、

複数市町村による共同設置であっても差し支えない）に少なくとも 1ヶ所以上設置する。 

【国の基本指針】 

≪本市の目標≫ 

本市では、2020年度末までに、有明圏域において、児童発達支援センターの設置に努めます。 

 

②保育所等訪問支援の充実 
   2020年度末までに、全ての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する。 

【国の基本指針】 

≪本市の目標≫ 

本市では、2020 年度末までに、市内において保育所等訪問支援を利用できる体制の構築に努

めます。 
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２）主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業

所の確保 
  2020 年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサ

ービス事業所を各市町村（市町村単独での設置が困難な場合は、複数市町村による共同設置であ

っても差し支えない）に少なくとも 1ヶ所以上確保する。【国の基本指針】 

≪本市の目標≫ 

 本市では、2020 年度末までに、有明圏域において、主に重症心身障がい児を支援する児童発達

支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保に努めます。 

 

 

３）医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 
 医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、2018（平成 30）年度末までに、各市町村（市町

村単独での設置が困難な場合は、複数市町村による共同設置であっても差し支えない）において、

保健、医療、福祉、保育、教育等の関係機関が連携を図るための協議の場を設置する。 

【国の基本指針】 

≪本市の目標≫ 

  本市では、2018（平成 30）年度末までに、有明圏域において協議の場を共同設置し、保健、医

療、福祉、保育、教育等の関係機関の連携に努めます。 
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３ 障がい福祉サービス等の必要量見込みと確保の方策 

 

【障害者総合支援法及び児童福祉法のサービス体系】 

 

  【障害者総合支援法】 

介護給付 

●居宅介護〔ホームヘルプ〕 

●重度訪問介護 

●同行援護 

●行動援護 

●重度障害者等包括支援 

●短期入所〔ショートステイ〕 
●療養介護 

●生活介護 

●施設入所支援 
障
が
い
者
・
児 

訓練等給付 

●自立訓練 

●就労移行支援 

●就労継続支援 

●就労定着支援 

●自立生活援助 

●共同生活援助 

〔グループホーム） 

自立支援給付 
＜必須事業＞         ＜任意事業＞ 
●理解促進研修・啓発      ●福祉ホーム 

●自発的活動支援        ●訪問入浴サービス 

●相談支援           ●日中一時支援 

●成年後見制度利用支援     ●巡回支援専門員整備 

●成年後見制度法人後見支援   ●社会参加支援 

●意思疎通支援 

●日常生活用具給付等 

●手話奉仕員養成研修 

●移動支援 

●地域活動支援センター 

地域生活支援事業 自立支援医療 

●更生医療 

●育成医療 

●精神通院医療 

補装具 

相談支援 

●計画相談支援 

●地域移行支援 

●地域定着支援 

 

 

【児童福祉法】 

 

障害児通所支援 

●児童発達支援 

●放課後等デイサービス 

●保育所等訪問支援 

 

障害児相談支援 

●障害児相談支援 
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（１）障がい福祉サービス等の概要と必要量見込み及び確保の方策 

１）訪問系サービス 

  障がい者が必要な介助を受けながら在宅で生活できるよう、自宅等を訪問し日常的な介護を

行う「居宅介護」や「重度訪問介護」等のサービスを提供します。このほか、外出時の移動の

支援を行う「同行援護」や「行動援護」のサービスを提供します。 

    本市では、相談支援専門員と連携し、適切にサービスが利用できるよう努めます。また、福

祉事業所に対してニーズの高いサービスに関する情報を提供することで、定員数の増加等のサ

ービス提供体制の整備を推進します。 

 

①居宅介護〔ホームヘルプ〕 

   自宅で、入浴・排せつ・食事等の介護や家事の支援等の提供を行うサービスです。 

   利用者数・利用量とも増加傾向であるため、今後も利用者数・利用量ともに増加すると見込

んでいます。精神科病院入院患者が地域生活に移行した際の利用も含めています。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 65 68 71 73 80 87 

実績 57 60 68 － － － 

利用 

量 

時間 

/月 

見込 1,170 1,230 1,280 1,387 1,520 1,653 

実績 1,087 1,117 1,224 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 

 

②重度訪問介護 

   重度の障がいがあり、常に介護を必要とする障がい者に対し、自宅での入浴・排せつ・食事

等の介護から外出時の移動までの支援を総合的に行うサービスです。 

   これまでの利用者数の推移から利用者数・利用量を見込んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 2 2 2 3 3 3 

実績 1 2 2 － － － 

利用 

量 

時間 

/月 

見込 240 240 240 285 285 285 

実績 127 157 152 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 

 



 

46 

③同行援護 

   視覚障がいにより移動が著しく困難な障がい者に対し、外出時に同行して必要な情報の提供

や移動等の支援を行うサービスです。 

   これまでの利用者数の推移から利用量を見込んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 15 16 17 15 15 15 

実績 15 16 14 － － － 

利用 

量 

時間 

/月 

見込 300 320 340 375 375 375 

実績 283 352 337 － － － 

 

④行動援護 

   知的障がい又は精神障がいにより行動が困難で常に介護を必要とする障がい者に対し、外出

時の危険を回避するために、外出時における移動の支援を行うサービスです。 

   今後の新規利用者に対応した利用量を見込んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 3 3 3 3 3 3 

実績 3 2 0 － － － 

利用 

量 

時間 

/月 

見込 25 25 25 15 15 15 

実績 20 7 0 － － － 

 

⑤重度障害者等包括支援 

   介護の必要性が非常に高い障がい者に対し、居宅介護をはじめとする各種サービスを包括的

に行うサービスです。 

   県内には重度障害者等包括支援を提供する福祉事業所がなく、サービスの利用が難しい状況

であるため、本計画期間中も利用量を見込まないことにしています。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 0 0 0 0 0 0 

実績 0 0 0 － － － 

利用 

量 

時間 

/月 

見込 0 0 0 0 0 0 

実績 0 0 0 － － － 

※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 

※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 

※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 
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２）日中活動系サービス 

 介護を必要とする重度の障がい者に対し、日中において必要な介護を受ける「生活介護」の

ほか、家族等の休息や就労、緊急時に支援を行う「短期入所」等のサービスを提供します。ま

た、障がい者が自立した生活を送るために必要な「自立訓練」や、就労支援を行う「就労移行

支援」、「就労継続支援」等のサービスを提供します。 

  本市では、障がい者が身近な地域で希望するサービスを利用できるよう、福祉事業所に対し

てニーズの高いサービスに関する情報を提供することで、定員数の増加等のサービス提供体制

の整備を推進します。 

 

①生活介護 

常に介護を必要とする障がい者に対し、日中、福祉施設において、入浴・排せつ・食事等の

介護や、生産活動や創作的活動の機会の提供を行うサービスです。 

市内の既存事業所における定員数の増加等や総量規制に該当するサービスであることを勘案

し、今後の利用者数を見込んでいます。また、利用量は 1か月当たり平均 20日の利用としてい

ます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 161 170 182 156 181 191 

実績 147 148 152 － － － 

利用 

量 

人日 

/月 

見込 3,400 3,580 3,810 3,120 3,620 3,820 

実績 2,985 3,013 3,092 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 

 

②自立訓練（機能訓練） 

地域生活を営むうえで、身体機能や生活能力の維持・向上のために支援が必要な障がい者に

対し、一定期間（2年間）、身体機能のリハビリテーション等を行うサービスです。 

これまでの利用者数の推移から利用者数を見込んでいます。利用量は 1か月当たり平均 15日

の利用としています。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 1 1 1 1 1 1 

実績 1 1 0 － － － 

利用 

量 

人日 

/月 

見込 20 20 20 15 15 15 

実績 15 11 0 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 
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③自立訓練（生活訓練） 

地域生活を営むうえで、生活能力の維持・向上のために支援が必要な障がい者に対し、一定

期間（2年間）、食事や家事等の日常生活能力を向上するための支援を行うサービスです。また、

宿泊型自立訓練は、日中の訓練とともに共同生活の場の提供を行うサービスです。 

これまでの利用者数の推移から利用者数・利用量を見込んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 8 7 6 7 7 7 

実績 13 9 6 － － － 

利用 

量 

人日 

/月 

見込 280 210 195 161 161 161 

実績 286 223 132 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 

 

 

 

④就労移行支援 

一般就労等を希望する障がい者に対し、一定期間（2 年間）、就労に必要な知識及び能力の向

上のための訓練を行うサービスです。 

第 4 期計画期間中は、市内及び近隣市町に福祉事業所が開設したことで、利用者数が大幅に

増加しました。新規利用による増加及び一般就労や期間到達による減少を勘案し、利用者数を

見込んでいます。利用量は 1か月当たり平均 19日の利用としています。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 18 19 20 27 28 29 

実績 10 20 26 － － － 

利用 

量 

人日 

/月 

見込 270 285 300 513 532 551 

実績 154 368 494 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 
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⑤就労継続支援（Ａ型） 

一般就労が困難な障がい者に対し、雇用契約に基づいた働く場を提供するとともに、就労に

必要な知識及び能力の向上のための訓練や支援を行うサービスです。 

第 4 期計画期間中は、市内及び近隣市町に福祉事業所が開設したことで、利用者数が大幅に

増加しました。今後も増加すると勘案し、利用者数を見込んでいます。利用量は 1 か月当たり

平均 20日の利用としています。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 93 96 99 113 123 133 

実績 77 90 103 － － － 

利用 

量 

人日 

/月 

見込 1,395 1,440 1,485 2,260 2,460 2,660 

実績 1,515 1,763 2,047 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 

 

 

 

⑥就労継続支援（Ｂ型） 

一般就労が困難な障がい者に対し、働く場（雇用契約を締結しない）を提供するとともに、

就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や支援を行うサービスです。 

市内の既存事業所における定員数の増加等や総量規制に該当するサービスであることを勘案

し、今後の利用者数を見込んでいます。また、利用量は 1か月当たり平均 18日の利用としてい

ます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 88 95 97 75 100 110 

実績 78 78 73 － － － 

利用 

量 

人日 

/月 

見込 1,320 1,425 1,455 1,350 1,800 1,980 

実績 1,293 1,307 1,279 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 
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⑦就労定着支援 【新規】 

「就労移行支援」等の利用を経て一般就労へ移行した障がい者に対し、就労に伴う生活面の

課題に対応できるよう、勤務先の企業との連絡調整等の支援を行うサービスです。 

新たなサービスであり、福祉施設利用者の一般就労への移行者数を勘案し、利用者数を見込

んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第５期計画見込量 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 5 5 5 

実績 － － － 

 

 

 

⑧療養介護 

医療と常時介護が必要な障がい者に対し、医療機関において機能訓練や療養上の管理・看護・

介護・日常生活の支援等を行うサービスです。 

これまでの利用者数の推移から利用者数を見込んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 23 24 25 23 23 23 

実績 21 22 23 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 
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⑨短期入所〔ショートステイ〕 

障がい者を自宅で介護している介護者の病気等による理由で、短期間の入所を必要とする障

がい者に対し、施設において、入浴・排せつ・食事等の介護や日常生活上の支援を行うサービ

スです。「福祉型」と「医療型」の 2種類があります。 

これまでの利用者数の推移等から勘案し、利用者数を見込んでいます。利用量は 1 か月当た

り平均 6日の利用としています。 

【実績と必要量見込み】 短期入所（福祉型） 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 41 43 45 42 46 50 

実績 30 36 38 － － － 

利用 

量 

人日 

/月 

見込 164 172 180 252 276 300 

実績 155 188 189 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 

 

 

【実績と必要量見込み】 短期入所（医療型） 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 3 4 5 6 8 10 

実績 1 3 4 － － － 

利用 

量 

人日 

/月 

見込 12 16 20 36 48 60 

実績 5 11 22 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 
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３）居住系及び施設系サービス 

  障がい者がひとり暮らしを継続できるように相談支援を行う「自立生活援助」や、共同生活

の場としての「共同生活援助」、在宅生活が困難な障がい者が入所する「施設入所支援」を提供

します。 

本市では、障がい者が地域において安心して生活していくことができるよう、福祉事業所に

対してニーズの高いサービスに関する情報を提供することで、サービス提供体制の整備を推進

します。 

 

①自立生活援助 【新規】 

福祉施設や精神科病院等からひとり暮らしへ移行した障がい者に対し、定期的な巡回訪問や

随時の対応により、円滑な地域生活に向けた相談・助言等を行うサービスです。 

福祉施設や精神科病院からの地域生活への移行を勘案して、利用者数を見込んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第５期計画見込量 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 4 4 4 

実績 － － － 

 

 

 

②共同生活援助〔グループホーム〕 

障がい者の地域における共同生活の場において、相談や家事等の日常生活上の支援を行うサ

ービスです。 

これまでの利用者数の推移と定員数の増加等を勘案し、利用者数を見込んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 62 71 74 73 77 85 

実績 60 64 69 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 

③施設入所支援 

福祉施設に入所している障がい者に対し、夜間や休日に入浴・排せつ・食事等の支援を行う

サービスです。 

第 4 期計画期間中は、医療機関への入院等により利用者数が減少しました。今後も同程度の

利用者数を見込んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 87 87 87 82 82 82 

実績 86 84 82 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 
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４）相談支援 

サービスを利用する障がい者に対して、サービス等利用計画を作成し、適切なサービス利用

ができるようケアマネジメントを行うとともに、障がい者の意思決定や地域移行、自立に向け

た支援を行います。 

本市では、必要とされる相談支援件数に対応できるよう、福祉事業所に対して相談支援専門

員の研修等に関する情報を提供することで、相談支援専門員の拡充等のサービス提供体制の整

備を推進します。 

 

①計画相談支援 

障がい者が利用するサービスの内容等を定めたサービス等利用計画の作成を行い、一定期間ごと

に計画の見直しを行います。 

新たにサービスを開始する利用者に関するサービス等利用計画の作成を勘案し、利用者数を見込

んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 76 90 95 91 109 112 

実績 74 73 86 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 

 

 

 

②地域移行支援 

福祉施設の入所者や精神科病院に長期入院している精神障がい者に対し、地域生活への移行の際

の住居の確保等に関する相談や支援を行います。 

福祉施設や精神科病院から地域生活への移行を勘案し、利用者数を見込んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 1 1 1 4 4 4 

実績 1 0 0 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 

 

※ 37ページの「（１）福祉施設の入所者の地域生活への移行」の 2018（平成 30）年度から 2020

年度までの地域生活移行者数は 3人となっていますが、福祉施設のみからの地域生活移行者

数を計上しているため、異なる数値となっています。 
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③地域定着支援 

ひとり暮らしの障がい者等で家族による支援が十分でない障がい者に対し、常時の連絡体制を確

保し、相談や緊急時の対応等を行います。 

福祉施設や精神科病院からの自宅等での生活への移行を勘案し、利用者数を見込んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 1 1 1 3 3 3 

実績 0 0 0 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 
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５）障がい児通所支援 

障がい児に対し、福祉事業所において、日常生活における基本的動作の指導や集団生活への

適応訓練等の支援を行う「児童発達支援」や「放課後等デイサービス」等を提供します。 

    本市では、相談支援専門員と連携し、適切にサービスが利用できるよう努めます。また、福

祉事業所に対してニーズの高いサービスに関する情報を提供することで、定員数の増加等のサ

ービス提供体制の整備を推進します。 

 

①児童発達支援 

就学前の障がい児に対し、日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応訓練等の

支援を行うサービスです。 

利用者数・利用量とも増加傾向であるため、今後も利用者数・利用量ともに増加すると見込

んでいます。利用量は 1か月当たり平均 8日の利用としています。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 20 20 20 46 52 58 

実績 23 32 40 － － － 

利用 

量 

人日 

/月 

見込 160 160 160 368 416 464 

実績 135 196 305 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 

 

②医療型児童発達支援 

肢体不自由がある障がい児に対し、日常生活における基本的動作の指導や集団生活への適応

訓練・治療を行うサービスです。 

   これまでの利用者数の推移から利用者数を見込んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 1 1 1 1 1 1 

実績 0 0 0 － － － 

利用 

量 

人日 

/月 

見込 8 8 8 8 8 8 

実績 0 0 0 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 
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③居宅訪問型児童発達支援 【新規】 

重度の障がいをもち、障がい児通所支援を利用するために外出することが著しく困難な障が

い児に対し、居宅を訪問して日常生活における基本的動作の指導等の支援を行うサービスです。 

新たなサービスであり、今後の新規利用者に対応した利用者数・利用量を見込んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第５期計画見込量 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 1 1 1 

実績 － － － 

利用 

量 

人日 

/月 

見込 8 8 8 

実績 － － － 

 

④放課後等デイサービス 

就学している障がい児に対し、放課後または休校日等において、生活能力の向上のために必

要な訓練や社会交流等の支援を行うサービスです。 

利用者数・利用量とも増加傾向であるため、今後も利用者数・利用量ともに増加すると見込

んでいます。利用量は 1か月当たり平均 12日の利用としています。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 88 98 108 101 108 115 

実績 80 89 95 － － － 

利用 

量 

人日 

/月 

見込 880 980 1,080 1,212 1,296 1,380 

実績 851 991 1,109 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 

 

⑤保育所等訪問支援 

障がい児が通所する保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサ

ービスです。今後の新規利用者に対応した利用者数・利用量を見込んでいます。 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 3 3 3 3 3 3 

実績 1 1 0 － － － 

利用 

量 

人日 

/月 

見込 6 6 6 6 6 6 

実績 1 1 0 － － － 

※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 
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６）障がい児相談支援 

障がい児が利用するサービス内容を定める障害児支援利用計画の作成を行い、一定期間ごと

に計画の見直しを行います。 

新たにサービスを開始する障がい児に関する障害児支援利用計画の作成を勘案し、利用者数

を見込んでいます。 

本市では、必要とされる相談支援件数に対応できるよう、福祉事業所に対して相談支援専門

員の研修等に関する情報を提供することで、相談支援専門員の拡充等のサービス提供体制の整

備を推進します。 

 

【実績と必要量見込み】 

 単位 
 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

利用 

者数 

人 

/月 

見込 20 22 24 43 45 48 

実績 23 29 39 － － － 

          ※2017（平成 29）年度分は、平成 29年 4月から 11月までの実績をもとに推計 

 

 

７）医療的ケア児コーディネーターの配置人数 【新規】 

医療的ケア児コーディネーターは、医療的ケア児が必要とする多分野にまたがる支援を包括

的に行うとともに、地域における課題の整理を行い医療的ケア児に対する支援のための地域づ

くりを推進する役割を持つ専門員です。 

本市では、有明圏域の福祉事務所等と連携し、医療的ケア児コーディネーターを配置するこ

とに努めます。 

 

【実績と必要量見込み】 

 単位  

第５期計画見込量 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

配置 

人数 
人 

見込 1 1 1 

実績 － － － 
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８）子ども・子育て支援事業の提供体制の整備【新規】 

   保育所や認定こども園、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）における障がい児の

受入れについて、これまでの実績と同程度の見込みとしています。 

   本市では、子ども・子育て支援事業と障がい者施策との連携により、障がい児の保育所等へ

の受入れなど、障がい児支援の体制づくりに努めます。 

 

【実績と必要量見込み】 

 
単
位 

 

第５期計画見込量 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

保育所での受入れ 

人 

見込 28 28 28 

実績 － － － 

認定こども園での受入れ 

見込 7 7 7 

実績 － － － 

放課後児童健全育成事業での

受入れ 

見込 4 4 4 

実績 － － － 
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（２）地域生活支援事業の概要と必要量見込み及び確保の方策 

「地域生活支援事業」は、障がい者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、

地域の特性やサービスを利用する障がい者の状況に応じて市町村が実施するものです。「地域生

活支援事業」には、必ず実施しなければならない「必須事業」と、市町村の判断で独自に実施

する「任意事業」があります。これらの事業に対し、必要量を見込んでいます。 

 

１）必須事業 

 

①理解促進研修・啓発事業 

   障がい者が日常生活及び社会生活をするうえで生じる「社会的障壁」をなくすため、障がい

に関する理解を深めるための研修会やイベントの開催、啓発活動を行う事業です。 

   本市では、講演会や研修会等の実施により、障がいに関する理解の促進に努めます。 

 

【実績と必要量見込み】 

サービス名 
単
位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

理解促進研

修・啓発事業 

有

/

無 

見

込 
無 無 無 無 有 有 

実

績 
無 無 無 － － － 

 

②自発的活動支援事業 

   障がい者やその家族、地域住民等が地域において自発的に行う活動（ピアサポート・災害対

策・孤立防止活動・ボランティア活動等）を支援する事業です。 

   本市では、障がい者団体等が地域において自発的に行う事業を支援することで、障がい者と

共生できる地域づくりを推進します。 

 

【実績と必要量見込み】 

サービス名 
単
位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

自発的活動 

支援事業 

有

/

無 

見

込 
無 無 無 無 有 有 

実

績 
無 無 無 － － － 
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③相談支援事業 

サービス名 内容 

障害者相談支援事業 
障がい者等からの福祉や医療、就労、経済的な相談に応じて、必要な情

報の提供や助言による支援を行う事業です。 

基幹相談支援センター

等機能強化事業 

基幹相談支援センターは、相談支援の拠点として、障がい者の権利擁護

や虐待防止、地域移行の推進等に対して中核的に取組む役割を担うもの

です。 

基幹相談支援センター等機能強化事業は、専門的な職員を配置すること

で、相談支援機能の強化を図る事業です。 

住宅入居等支援事業 

（居住サポート事業） 

賃貸住宅等へ入居を希望する障がい者に対し、入居に必要な調整等の支

援を行うとともに、家主等への相談や助言等をすることで、障がい者の

地域生活を支援する事業です。 

本市では、「障害者相談支援事業」について、有明圏域において、4つの相談支援事業所（身体

障がい（1ヶ所）・知的障がい（2ヶ所）・精神障がい（1ヶ所））により実施しています。障がい者

等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の支援を行います。 

  また、「基幹相談支援センター」については、その役割を有明圏域で「障害者相談支援事業」を

実施する 4つの相談支援事業所がそれぞれの役割を担うことで対応します。 

  「住宅入居等支援事業（居住サポート事業）」については、同様の支援を「地域移行支援」、「地

域定着支援」により対応します。 

 

【実績と必要量見込み】 

サービス名 
単

位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

障害者 

相談支援事業 

ヶ

所 

見

込 
4 4 4 4 4 4 

実

績 
4 4 4 － － － 

基幹相談支援

センター等機

能強化事業 

有

/

無 

見

込 
無 無 無 無 無 無 

実

績 
無 無 無 － － － 

住宅入居等 

支援事業 

（居住サポ 

ート事業） 

有

/

無 

見

込 
無 無 無 無 無 無 

実

績 
無 無 無 － － － 

 



 

62 

④成年後見制度利用支援事業 

成年後見制度の利用が有効と認められる知的障がい者または精神障がい者等に対し、成年後

見制度の申立てに必要な経費（登記手数料、鑑定費用等）及び後見人等の報酬を助成する事業

です。 

      本市では、成年後見制度や事業内容の周知に努めることで制度の利用を促進し、障がい者の

権利擁護に努めます。 

 

【実績と必要量見込み】 

 
単

位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

成年後見 

制度利用 

支援事業 

人 

/年 

見

込 
3 3 3 3 4 5 

実

績 
2 0 2 － － － 

         ※2017（平成 29）年度は、平成 29年 4月から 11月までの実績から年度分を推計 

 

⑤成年後見制度法人後見支援事業 

成年後見制度における法人後見を実施する団体に対し、後見等の業務を適正に行うことがで

きる体制の整備を支援する事業です。 

本市では、法人後見を実施する法人の確保及び支援に努め、障がい者の権利擁護を推進しま

す。 

 

【実績と必要量見込み】 

サービス名 
単
位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

成年後見制度

法人後見 

支援事業 

有

/

無 

見

込 
無 無 無 無 有 有 

実

績 
無 無 無 － － － 
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⑥意思疎通支援事業 

手話通訳者・要約筆記者の派遣や手話通訳者を設置することにより、聴覚や言語機能等の障

がいのために意思の疎通に支障がある障がい者の意思疎通を支援する事業です。 

   本市では、利用のニーズに応じた手話通訳者の派遣や設置に努めることで、障がい者の意思疎通

支援の充実を図ります。 

 

【実績と必要量見込み】 

サービス名 
単

位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

手話通訳者 

・要約筆記者 

派遣事業 

件 

/年 

見

込 
－ － － 80 85 90 

実

績 
72 54 80 － － － 

手話通訳者 

設置事業 

ヶ

所 

見

込 
2 2 2 2 2 2 

実

績 
2 2 2 － － － 

         ※2017（平成 29）年度は、平成 29年 4月から 11月までの実績から年度分を推計 
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⑦日常生活用具給付等事業 

種類 内容 

介護・訓練支援用具 

特殊寝台、特殊マットの身体介護を支援する用具や障がい児の訓練用いす

等のうち、障がい者及び介助者が容易に使用できるもので、実用性のある

用具。 

自立生活支援用具 
入浴補助用具、聴覚障がい者用屋内信号装置、その他の障がい者が容易に

使用することができるもので、実用性のある用具。 

在宅療養等支援用具 

電気式たん吸引器、盲人用体温計、その他の障がい者の在宅療養等を支援

する用具のうち、障がい者が容易に使用することができるもので、実用性

のある用具。 

情報・意思疎通支援用具 

点字器、人工咽頭、その他の障がい者の情報収集、情報伝達、意思疎通等

を支援する用具のうち、障がい者が容易に使用することができるもので、

実用性のある用具。 

排せつ管理支援用具 
ストマ装具、その他の障がい者の排せつ管理を支援するもので、実用性の

ある用具。 

居宅生活動作補助用具 

（住宅改修費） 

障がい者の居宅生活動作等を円滑にするための用具であり、設置に小規模

な住宅改修を伴うもの。 

本市では、利用のニーズに対応した用具の給付等に努めることで、障がい者の自立した生活を支

援します。 
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【実績と必要量見込み】 

サービス名 
単

位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

介護・訓練 

支援用具 

件 

/年 

見

込 
3 3 3 3 3 3 

実

績 
3 3 3 － － － 

自立生活 

支援用具 

件 

/年 

見

込 
10 10 10 12 12 12 

実

績 
10 8 12 － － － 

在宅療養等 

支援用具 

件 

/年 

見

込 
10 10 10 10 10 10 

実

績 
5 8 4 － － － 

情報・意思 

疎通支援 

用具 

件 

/年 

見

込 
60 60 60 60 60 60 

実

績 
78 66 56 － － － 

排せつ管理 

支援用具 

件 

/年 

見

込 
1,250 1,300 1,350 1,460 1,510 1,560 

実

績 
1,228 1,360 1,410 － － － 

居宅生活動 

作補助用具 

（住宅改修費） 

件 

/年 

見

込 
5 5 5 5 5 5 

実

績 
0 2 2 － － － 

         ※2017（平成 29）年度は、平成 29年 4月から 11月までの実績から年度分を推計 
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⑧手話奉仕員養成研修事業 

聴覚障がい者の意思疎通を支援する手話奉仕員（日常会話程度の手話表現技術を取得した者）

の養成研修を行う事業です。 

   本市では、手話奉仕員を養成することで、聴覚障がい者の意思疎通の支援に努めます。 

 

【実績と必要量見込み】 

 
単

位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

手話奉仕員

養成研修事

業  （講習修

了者数） 

人 

/年 

見

込 
－ － － 3 3 3 

実

績 
0 2 3 － － － 

 

 

⑨移動支援事業 

屋外での移動が困難な障がい者に対し、外出のための支援を行い、地域における自立生活や

社会参加を促進する事業です。 

本市では、移動支援事業を実施し、障がい者の外出支援や社会参加の促進に努めます。 

 

【実績と必要量見込み】 

サービス名 単位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

移動支援 

事業 

（利用者数） 

人 

/年 

見

込 
14 15 16 13 14 15 

実

績 
14 15 12 － － － 

移動支援 

事業 

（延時間数） 

時間 

/年 

見

込 
890 950 1,050 910 980 1,050 

実

績 
1,030 996 828 － － － 

         ※2017（平成 29）年度は、平成 29年 4月から 11月までの実績から年度分を推計 
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⑩地域活動支援センター機能強化事業 

障がい者に対して、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等を行う「地域

活動支援センター」の機能の充実を図る事業です。 

地域活動支援センターにはⅠ～Ⅲ型の 3種類が設定されています。 

Ⅰ型は玉名市と大牟田市に 1 ヶ所ずつ、Ⅱ型は玉名市に 1 ヶ所、Ⅲ型は本市と玉名市に 1 ヶ

所ずつあり、広域的に利用できる状況となっています。 

本市では、地域活動支援センターの機能の強化に努めることで、創作的活動及び生産活動を

通じた障がい者の社会参加を促進します。 

 

Ⅰ型：創作的活動及び生産活動の機会の提供等の活動、相談支援を行う施設。 

Ⅱ型：創作的活動及び生産活動の機会の提供等の活動、機能訓練や社会適応訓練、 

入浴等の支援を行う施設。 

Ⅲ型：創作的活動及び生産活動の機会の提供等の活動を行う施設。 

 

【実績と必要量見込み】 

サービス名 
単

位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

地域活動支 

援センター 

〔Ⅰ型〕 

ヶ

所 

 

見

込 
2 2 2 2 2 2 

実

績 
2 2 2 － － － 

地域活動支 

援センター 

〔Ⅱ型〕 

見

込 
1 1 1 1 1 1 

実

績 
1 1 1 － － － 

地域活動支 

援センター 

〔Ⅲ型〕 

見

込 
2 2 2 2 2 2 

実

績 
2 2 2 － － － 
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２）任意事業 

①福祉ホーム 

低額な料金で、居室その他の設備を提供するとともに日常生活に必要な支援を行う事業です。 

本市では、居住の場を確保することで、障がい者の地域生活を支援します。 

 

【実績と必要量見込み】 

サービス名 単位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

福祉ホーム 

（利用者数） 
人 

見

込 
1 1 1 1 1 1 

実

績 
1 1 1 － － － 

福祉ホーム 

（設置数） 
ヶ所 

見

込 
1 1 1 1 1 1 

実

績 
1 1 1 － － － 

 

②訪問入浴サービス 

居宅を訪問し、入浴サービスの提供を行う事業です。 

本市では、訪問入浴サービスの実施により、障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持

に努めます。 

 

【実績と必要量見込み】 

サービス名 単位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

訪問入浴 

サービス 

（利用者数） 

人 

/年 

見

込 
1 1 1 2 2 2 

実

績 
1 1 1 － － － 

訪問入浴 

サービス 

（利用回数） 

回 

/年 

見

込 
－ － － 80 80 80 

実

績 
53 52 52 － － － 

         ※2017（平成 29）年度は、平成 29年 4月から 11月までの実績から年度分を推計 
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③日中一時支援 

障がい者の日中における活動の場を確保する事業です。 

本市では、日中一時支援の実施により、障がい者の家族の就労支援や一時的な休息のための

支援に努めます。 

 

【実績と必要量見込み】 

サービス名 単位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

日中一時 

支援 

（利用者数） 

人 

/年 

見

込 
56 66 76 57 60 63 

実

績 
54 59 54 － － － 

日中一時 

支援 

（利用回数） 

回 

/年 

見

込 
－ － － 3,078 3,240 3,402 

実

績 
2,442 3,066 3,027 － － － 

         ※2017（平成 29）年度は、平成 29年 4月から 11月までの実績から年度分を推計 

 

 

④巡回支援専門員整備 

発達障がい等に関する知識を有する専門員が、保育所等の子どもや親が集まる施設等を巡回

し、相談支援等を行います。 

本市では、巡回支援専門員整備の実施により、障がいの早期発見・早期対応に努めます。 

 

【実績と必要量見込み】 

サービス名 単位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

巡回支援専

門員整備 
有/無 

見

込 
有 有 有 有 有 有 

実

績 
有 有 有 － － － 
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⑤社会参加支援 

サービス名 内容 

自動車運転免許取得 

・改造助成 

自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部の助成を行

う事業です。 

点字・声の広報等発行 
文字による情報入手が困難な障がい者のために、広報紙の音訳版である

声の広報の発行を行う事業です。 

本市では、「自動車運転免許取得・改造助成」については、費用の一部を助成することで障がい者

の社会参加を促進します。また、「点字・声の広報等発行」については、市の広報を録音したＣＤを

配布することで、視覚障がい者への市政情報の提供に努めます。 

 

【実績と必要量見込み】 

サービス名 単位 

 第４期計画実績 第５期計画見込量 

2015年度 

（平成 27） 

2016年度 

（平成 28） 

2017年度 

（平成 29） 

2018年度 

（平成 30） 
2019年度 2020年度 

自動車運転 

免許取得・ 

改造助成 

（件数） 

件 

/年 

見

込 
5 5 5 7 7 7 

実

績 
5 2 6 － － － 

点字・声の広

報等発行 

有 

/無 

見

込 
有 有 有 有 有 有 

実

績 
有 有 有 － － － 

         ※2017（平成 29）年度は、平成 29年 4月から 11月までの実績から年度分を推計 
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１ 第３次荒尾市障がい者計画の概要 

 

（１）計画の基本理念 
   本計画では、市民一人ひとりが障がいのあるなしに関わらず等しく基本的人権を有する個人

として尊重され、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指します。 

そのため、障がいのある人が、地域で自立した生活を送るために必要な支援を受けながら、

障がいのない人たちと共に、あらゆる活動に主体的に参加し、自らの能力を活かすことのでき

る環境整備に努めます。 

加えて、障がい者が社会生活を営むうえで妨げとなる社会的な障壁を除去するため、市民及

び地域、団体、事業者、行政等が共に取り組む障がい者施策の基本的な方向を定めるものとし

ます。 

この考え方に基づき、本計画の基本理念を「障がいのある人もない人も、地域で安心してい

きいきと暮らすことができるまちづくり」とします。 

 

（２）計画の基本的な視点 
  以下の 2 つの基本的な視点をもとに、基本理念である「障がいのある人もない人も、地域で安

心していきいきと暮らすことができるまちづくり」を推進します。  
 １）安心して暮らすための体制づくり 

   障がい者が地域で安心して暮らすことができるためには、障がい者が必要な時に必要な場所

で支援を受けることができる体制づくりが必要です。 

そのため、生活や仕事のためのサービス基盤の整備や身近な地域におけるサービスの拠点づ

くり、障がい特性に応じたインフォーマルサービスの提供など、安心・安全を目的とした基盤

整備を進めるとともに、相談支援体制の確立に努めます。 

 

 ２）いきいきと暮らすための環境づくり 

   障がい者がいきいきと暮らすことができるためには、社会や地域に一歩踏み出したいという

環境づくり、社会全体が障がい者と共に生きる環境づくりが必要です。 

   そのためには、市民の障がいに関する理解を促進し、障がいを理由とする差別を解消してい

くことで、普段の生活の場や多くの人と交流する社会活動の場において、障がい者がいきいき

と暮らすことができる環境づくりに努めます。 

 

 

参考資料 
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２ 第３次荒尾市障がい者計画の体系 

 

基本理念に基づき、以下の８つの事項を計画の基本的方向と位置づけ、各種施策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広報啓発の推進 ２ (1) 広報啓発活動の推進 

(2) ボランティア活動の推進 

(3) コミュニケーション支援の充実 

基本的方向 施策の内容 
基本 

理念 

障
が
い
の
あ
る
人
も
な
い
人
も
、
地
域
で
安
心
し
て
い
き
い
き
と
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り 福祉サービスの充実 ３ (1) 相談支援体制の充実 

(2) 在宅生活における福祉サービスの充実 

(3) 地域生活への移行の支援 

(4) 障がいのある子どもに対する支援 

保育・教育の充実 ４ (1) 保育・療育体制の整備 

(2) 学校教育の充実 

(3) 生涯学習及び文化・スポーツ活動の振興 

保健・医療の充実 ５ (1) 予防及び早期発見の促進 

(2) 医療サービスの充実 

(3) 精神保健福祉・医療対策の推進 

生活環境の整備 ７ (1) 建築物の整備の充実 

(2) 道路の保全及び交通安全、移動対策の推進 

防災・防犯対策の推進 ８ (1) 防災・防犯対策の推進 

雇用・就業、経済的自立の支援 ６ (1) 雇用・就業の促進 

(2) 福祉的就労の場の確保及び 

生活安定のための支援 

障がいを理由とする差別の解消、 

権利擁護の推進及び虐待の防止 
１ 

(1) 障がいを理由とする差別の解消の推進 

(2) 権利擁護の推進及び虐待の防止 
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３ 荒尾市障害者計画及び障害福祉計画策定等委員会条例 

（設置） 

第１条 障害者基本法（昭和45年法律第84号）第11条第３項の規定に基づく荒尾市障害者計画及び

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第88条第

１項の規定に基づく荒尾市障害福祉計画（以下「計画」という。）の策定及び変更並びに計画に

定める事項の調査、分析及び評価（以下「策定等」という。）に必要な調査審議を行うため、荒

尾市障害者計画及び障害福祉計画策定等委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、計画の策定等に必要な事項について調査審議し、必要に応じて市長に意見を述

べるものとする。 

（組織） 

第３条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 保健、医療及び福祉関係団体の代表者等 

(３) 関係行政機関の職員 

(４) 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の翌々年度の末日までとする。ただし、欠

員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職

務を代理する。 
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（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、委員長が選任される前におい

ては、市長が招集する。 

２ 委員長は、委員会の会議の議長となる。 

３ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところ

による。 

（関係者の出席） 

第７条 委員長は、委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求

め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（守秘義務） 

第８条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

（庶務） 

第９条 委員会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。 

（委任） 

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ

て定める。 

附 則 

この条例は、平成29年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

４ 荒尾市障害者計画及び障害福祉計画策定等委員会名簿 

 

№. 団 体 ・ 機 関 役 職 名 等 氏  名 備考 

1 荒尾市社会福祉協議会 事務局長 鶴 弘幸 委員長 

2 九州看護福祉大学 社会福祉学科 教授 豊田 保 副委員長 

3 荒尾市医師会 理事 鴻江 和洋  

4 熊本県有明保健所 総務福祉課長 樅木 英賢  

5 荒尾警察署 生活安全課長 石川 史樹  

6 荒尾消防署 署長 畑中 二郎  

7 荒尾市校長会 緑ケ丘小学校長 橋本 直  

8 熊本県立荒尾支援学校 校長 宮田 寿光  

9 玉名公共職業安定所 統括職業指導官 脇田 由美子  

10 荒尾市民生委員児童委員協議会連合会 副会長 前川 芣己子  

11 荒尾市保育協議会 カンガルー保育園長 髙木 美奈  

12 荒尾市身体障害者福祉協会連合会 会長 斎 浩史  

13 荒尾市手をつなぐ育成会 事務局長 中嶋 真也  

14 荒尾・長洲地域精神障がい者家族会 会長 田嶌 眞誠  

15 発達支援の会スマイルハート 代表 藤本 珠美  

16 荒尾市ボランティア連絡協議会 会長 松下 さえ子  

17 有働病院 相談課長 久冨 沙知  

18 荒尾市社会福祉事業団 常務理事 川口 雅明  

19 わがんせ 施設長 宮﨑 京子  

20 ワンピース 管理者 本村 達弥  

21 たまきな荘 サービス管理責任者 宇都宮 康幸  

22 荒尾市福祉事務所 所長 塚本 雅之  

＜2017（平成 29）年 8月 21日現在＞   


